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滋賀県分収造林事業あり方検討会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 分収林特別措置法（昭和 33 年法律第 57 号）第３条および第 10 条第２号の規定に基づき

分収造林事業を実施する一般社団法人滋賀県造林公社（以下「公社」という。）の今後の経営の

あり方および分収造林事業のあり方を検討するにあたり、有識者の方々から意見を聴取すること

を目的に、滋賀県分収造林事業あり方検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 検討会は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事項を検討する。 

 (1) 公社の長期収支見通し 

(2) 長期経営計画の検証と評価 

(3) 分収造林事業のあり方 

(4) 公社経営のあり方 

(5) その他、委員会の設置目的を達するために必要な事項 

 

（委員） 

第３条 検討会は、10人以内の委員をもって組織する。 

２ 検討会に会長を置く。 

３ 会長は、委員の互選により定める。 

４ 会長は、検討会の事務を総括し、委員会を代表する。 

５ 会長に事故がある場合、または会長が欠けた場合は、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、就任の日から令和７年 12 月末日までとする。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第５条 検討会の会議（以下「会議」という。）は、滋賀県琵琶湖環境部森林政策課長が招集する。 

２ 会議の議長は会長が務める。 

３ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見の聴取または資料の提

出等を求めることができる。 

 

（事務局） 

第６条 検討会の事務局は、琵琶湖環境部森林政策課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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一般社団法人滋賀県造林公社の行う

分収造林事業のあり方の方針（案）

第４回滋賀県分収造林事業あり方検討会
令 和 ７ 年 ( 2 0 2 5 年 ) ５ 月 1 3 日
滋 賀 県 琵 琶 湖 環 境 部 森 林 政 策 課
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検討スケジュール

01
長期収支公表
公社の概要・歴史
長期収支見通し
他県公社の状況

04
あり方の方針
これまでの議論を踏
まえた県としての方
針（案）を提示

02

長期経営計画
検証と評価

03
検討の方向性

Ｒ６．９．13
Ｒ６．11．８

Ｒ７．２．20

Ｒ７．５．13

05
とりまとめ

検討会での議論を
とりまとめる

Ｒ７．８頃

※ 適宜、市町等へ協議・説明

１

これまでの議論を踏ま
え、検討の方向性につ
いて整理

○今回は、これまでの議論を踏まえた「あり方の方針（案）」について議論



第３回分収造林事業あり方検討会の検討状況

これまでの３回のあり方検討会での検討状況を踏まえ、現時点で、滋賀県として考える分収造林

事業のあり方、公社林整備のあり方、公社組織のあり方について、その方針（案）を提示する。

○ 公社問題を通じて県が果たすべき責任を前提に、分収造林事業のあり方、公社組織のあり方、今後の森林

整備のあり方について、想定される方向性を示し議論を行った。

＜分収造林事業のあり方＞

★ 今後の方向性として、事業の廃止（短期・中長期的）もしくは、皆伐再造林の選択肢を検討

＜公社組織のあり方＞

★ 今後の方向性として、「解散」、「経営を縮小し存続」、「新たな役割を与え存続」、
「解散し、県組織に吸収」の４案で検討

＜今後の森林整備のあり方＞
★ 今後の方向性として、県で管理・公社で管理・県と市町の広域連携による管理の３案で検討

２



分収造林事業のあり方
★ 分収造林事業のあり方の方針（案）
現在の社会経済情勢下では、伐採収益で総額約188億円の債務弁済を行う事業スキームは実質的に破綻

状態である。そのため、これまでの経営に区切りをつけ、将来に持続可能な森林整備の形へ移行するため
に、造林公社が行う分収造林事業は中長期的（５～10年を目途）に収束させる方針とする。

分
収
造
林
事
業

債
務

計
画

採算性の再判定
所有者への意向調査

採算林事業の引き継ぎ
契約の解除交渉

任意協議・必要な法的手続き

第１期解散実施計画（R8-R12）

採算林伐採事業の収束・R12までに打ち切り

最終債務
整理期限

法人清算手続き
残務処理

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17

第２期解散実施計画（R13-R17）

事業収束に向けた基本方針
採算林の伐採分収造林契約の取り扱い 債務整理 長期計画・中期計画

契約満了を待たずに、契約上

の公社の持分を放棄する形で、

契約の合意解除を行い、森林

の所有権を土地所有者へ返還

する。

県として、分収造林事業の継
続によって債務弁済を受ける

目的での団体運営費の支援は、
継続できない。

団体運営費支援が無くなる前
提で、採算性を再判定し、事
業収束に向けて、採算林伐採

事業の打ち切りを図る。

整理の必要な債務額のうち、
少なくとも、滋賀県が保有
する債権については、将来
的な全額放棄を念頭に、債

権者－債務者間で債務問題

の解決を図るための任意協

議を進める。

中期経営改善計画は、令和７
年度末に、長期経営計画は、
債務整理に目途が立った段階
で、廃止する。

今後は、５年を計画期間とす

る解散実施計画を策定し、必
要な手続きを進める。

３



分収造林事業のあり方（運営費支援の考え方）
○県は公社へ団体運営費支援として毎年度約２億円を拠出。公社は、この支援金を経営の基礎として分収
造林事業を実施し、伐採収益から債務弁済を実施している。

○毎年度の債務弁済は平均約6,000万円で、県の資金収支上は毎年度1.4億円の赤字が累積し続ける状況

○県としては、このまま事業を継続したとしても債務全額の弁済が不可能な見込みであれば、これ以上、
分収造林事業を継続する目的での団体運営費支援は継続できないと判断。

滋賀県 造林公社
債権
184
億円

債務
184
億円

団体運営費支援
約２億円

債務弁済
約6,000万円

（収入） （支出）

滋賀県 造林公社
債権
168
億円

債務
168
億円

団体運営費支援
約143億円

債務弁済
約16.2億円

単年度の状況 終期まで事業継続した場合の累積見込み

1.4億円赤字 126.7億円
赤字

○公社では、分収造林事業にかかる人件費を県からの団体運営費支援金で充当することを前提に、事業地
の採算性を判定している。

○団体運営費支援金が無ければ、ほぼ全ての事業地で不採算林判定になると推察される。

伐採補助金

木材売上収入

支援金

伐採収益

人件費

伐採事業費

（支出）（収入）

伐採補助金

木材売上収入

人件費

伐採事業費

赤字

支援金なしでは
不採算と判定

現状 支援金が無ければ…

事業を継続するほど
県の資金収支赤字規模が拡大する

４



一般社団法人滋賀県造林公社の組織のあり方
＜あり方検討会での組織のあり方に関する主な意見＞

・今の状況で公社が存続していくことはまず不可能。
・県と公社に責任が分離した状態でお互いに牽制がかからなかったことがこの問題の原因ではないか。
・採算林と不採算林を同時に扱ってきたことが公社に関する判断を歪ませてきた一つの要因。
・今後の公的な役割が環境林整備や森林管理に特化するのであれば、担う組織に機動性や柔軟性は不要。
・環境林整備に特化するのであれば、安定的な管理や政策決定、県全体の森林を俯瞰した政策判断が必要。

造林公社は、分収造林事業の収束が

完了した段階で解散する。

★ 公社の組織のあり方の方針（案）

※事業収束までの間、団体存続に必要な県からの支援は継続する。

◎分収造林契約解除後の公社林の取り扱い（案）

採算林

・森林組合をはじめとする民間林業事
業体へ伐採事業を引き継ぎ、林業経
営を推進する。

不採算林

・所有者管理が難しい森林を対象に、
公的管理を推進する。

あり方検討会での議論を踏まえ、
今後の公的役割は、不採算林への
環境林整備・森林管理に特化する

５



公社林整備のあり方（案）
既に林業公社を解散した自治体の多くが採算林を対象にした県営林化による公的管理を選択

＜あり方検討会委員からの今後の森林整備に関する意見＞
・森林の公益性を維持管理するために、所有者に代わって、収益性のない森林の管理を行うという方向性はありえるので
はないか。

・採算林は民間にお任せし、自治体は公益的機能を守るための不採算林の整備、管理に特化すればどうか。

＜分析＞

県営林化とは、自治体が林業公社の分収造林契約を引き継ぐことであり、分収造林事業の根本的な解決に

は至っていないと評価。また、分収造林事業の継続には多額の行政コストが生じるおそれ。

★は三セク債の活用により林業公社を清算

６



公社林整備のあり方（案）
○ 県民への責任、自然への責任、下流への責任を果たすとともに、未だ見えぬ未来を想い琵琶湖の保全
を目的に造林を行った造林公社のレガシーを継承し、“よりよき祖先”の視点から森林の持つ水源涵養機能
を将来に渡り持続的に発揮させるため、未整備森林の解消を目的に、所有者自身による管理が難しい公

社林を、滋賀県と市町の連携による公的管理によって守り育てていくこととしたい。

採算林
（経済林）

不採算林
（環境林）

＜（案）森林組合を中心とした主伐再造林の推進＞

採算性のある公社林を対象に、森林組合が森林経営計画
を策定し、既存事業を活用した利用間伐、主伐・再造林
を行い、木材の循環利用を行う。

主な財源
造林補助金 等

＜（案）滋賀県と市町による公的管理＞

主な財源
森林環境譲与税（県・市町）、琵琶湖森林づくり県民税

公
社
林
を
森
林
所
有
者
へ
返
還

意向調査や地元説明等により森林所有者の
意向やニーズを丁寧に把握

契約者との合意により
分収造林契約を解除

公社林に係る
公社の持ち分を放棄

現行法制度上の原則論を踏まえつつ、これまでの公社問
題の経過も勘案し、公社林のうち不採算が想定される森
林については、所有者の意向に応じた公的管理を滋賀県
と市町が協力して行う。

７



奥地水源林（公社林含む）の管理について
＜原則論＞

・原則（民法上・森林経営管理法上）森林管理は所有者責任

・所有者が管理できない森林は森林経営管理制度により市町村の
責任で管理することとなっている。

＜県と市町の役割分担＞

平成31年４月１日に策定した「琵琶湖森林づくり県民税および森林環境
譲与税の使途に関する基本方針」で、以下のとおり整理。

琵琶湖森林づくり県民税 森林環境譲与税

使途の
考え方

環境重視と県民協働の視点に
立った施策で、森林経営管理
法に基づく市町の支援等以外

森林経営管理法に基づく施策

県の
使途

水源涵養などの機能が広域に
発揮される奥地での
針広混交林化 等

森林経営管理法に基づく市町の
支援 等

市町の
使途

ニホンジカの捕獲、モデル的
な木造公共施設整備、森林環
境教育 等

放置森林の整備と境界の明確化、
地域の森林整備促進につながる
県産材の利用 等

公社林（不採算林）の契約解除後は、所有者責任による管理 or 森林経営管理法に基づく市町管理が原則

＜課題＞

・森林経営管理法については、制度創設から５年以上が経過している
が、全国的に実施率が低い。滋賀県でも様々な課題があり、全国平
均以下の実施率に留まる状況と認識。

ただし・・・

＜造林公社問題のこれまでの経緯＞

・滋賀県が設置した造林公社で県内２万haで造林事業を実施。

・将来に持続的な水源涵養機能の維持保全を条件に多額の債権

放棄を下流自治体にお願いしてきた経過。

８

奥地水源林（公社林含む）について、
県と市町が協力して整備、管理できる体制

（組織、財源、情報）の構築について検討したい。


